
○
総
務
省
令
第
六
十
七
号

電
波
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
三
十
一
号
）
第
二
十
八
条
、
第
二
十
九
条
、
第
三
十
八
条
、
第
三
十
八
条
の
二

の
二
第
三
項
及
び
第
百
二
条
の
十
三
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
電
波
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次

の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
五
年
八
月
二
十
九
日

総
務
大
臣

松
本

剛
明

電
波
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

（
電
波
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条

電
波
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
電
波
監
理
委
員
会
規
則
第
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ

る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定

は
、
こ
れ
を
削
る
。



改

正

後

改

正

前

（
指
定
無
線
設
備
）

（
指
定
無
線
設
備
）

第
五
十
一
条
の
二
の
二

法
第
百
二
条
の
十
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
す
る
無
線
設
備
は
、
次
に
掲
げ
る
も

第
五
十
一
条
の
二
の
二

［
同
上
］

の
と
す
る
。

［
一
・
二

略
］

［
一
・
二

同
上
］

三

七
一
五
㎒
を
超
え
七
四
八
㎒
以
下
、
七
七
〇
㎒
を
超
え
八
〇
三
㎒
以
下
、
八
一
五
㎒
を
超
え
八
四
五
㎒
以

三

七
一
八
㎒
を
超
え
七
四
八
㎒
以
下
、
七
七
三
㎒
を
超
え
八
〇
三
㎒
以
下
、
八
一
五
㎒
を
超
え
八
四
五
㎒
以

下
、
八
六
〇
㎒
を
超
え
八
九
〇
㎒
以
下
、
九
〇
〇
㎒
を
超
え
九
一
五
㎒
以
下
、
九
四
五
㎒
を
超
え
九
六
〇
㎒

下
、
八
六
〇
㎒
を
超
え
八
九
〇
㎒
以
下
、
九
〇
〇
㎒
を
超
え
九
一
五
㎒
以
下
、
九
四
五
㎒
を
超
え
九
六
〇
㎒

以
下
、
一
、
四
二
七
・
九
㎒
を
超
え
一
、
四
六
二
・
九
㎒
以
下
、
一
、
四
七
五
・
九
㎒
を
超
え
一
、
五
一

以
下
、
一
、
四
二
七
・
九
㎒
を
超
え
一
、
四
六
二
・
九
㎒
以
下
、
一
、
四
七
五
・
九
㎒
を
超
え
一
、
五
一

〇
・
九
㎒
以
下
、
一
、
七
一
〇
㎒
を
超
え
一
、
七
八
五
㎒
以
下
、
一
、
八
〇
五
㎒
を
超
え
一
、
八
八
〇
㎒
以

〇
・
九
㎒
以
下
、
一
、
七
一
〇
㎒
を
超
え
一
、
七
八
五
㎒
以
下
、
一
、
八
〇
五
㎒
を
超
え
一
、
八
八
〇
㎒
以

下
、
一
、
九
二
〇
㎒
を
超
え
一
、
九
八
〇
㎒
以
下
又
は
二
、
一
一
〇
㎒
を
超
え
二
、
一
七
〇
㎒
以
下
の
周
波

下
、
一
、
九
二
〇
㎒
を
超
え
一
、
九
八
〇
㎒
以
下
又
は
二
、
一
一
〇
㎒
を
超
え
二
、
一
七
〇
㎒
以
下
の
周
波

数
の
電
波
を
使
用
す
る
無
線
設
備
で
あ
つ
て
、
こ
れ
ら
の
周
波
数
の
電
波
を
受
信
し
、
当
該
電
波
を
増
幅
し

数
の
電
波
を
使
用
す
る
無
線
設
備
で
あ
つ
て
、
こ
れ
ら
の
周
波
数
の
電
波
を
受
信
し
、
当
該
電
波
を
増
幅
し

て
送
信
す
る
も
の

て
送
信
す
る
も
の

［
削
る
］

四

八
八
九
㎒
を
超
え
九
一
一
㎒
未
満
の
周
波
数
の
電
波
を
送
信
に
使
用
す
る
無
線
電
話
の
無
線
設
備
で
あ
つ

て
、
基
地
局
又
は
陸
上
移
動
中
継
局
に
使
用
さ
れ
る
無
線
設
備
が
送
信
す
る
電
波
を
受
信
す
る
こ
と
に
よ
り

送
信
が
制
御
さ
れ
る
無
線
設
備
以
外
の
も
の

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。



（
無
線
設
備
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条

無
線
設
備
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
電
波
監
理
委
員
会
規
則
第
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
（
下
線
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
付
し

た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及

び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
（
二
重
下
線
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同

じ
。
）
を
付
し
た
規
定
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定

を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
と
し
て
移
動
し
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す

る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。



改

正

後

改

正

前

（
空
中
線
電
力
の
許
容
偏
差
）

（
空
中
線
電
力
の
許
容
偏
差
）

第
十
四
条

空
中
線
電
力
の
許
容
偏
差
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
送
信
設
備
の
区
別
に
従
い
、
そ
れ
ぞ
れ
同

第
十
四
条

［
同
上
］

表
の
下
欄
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

許

容

偏

差

許

容

偏

差

送

信

設

備

上
限
（
パ
ー
セ

下
限
（
パ
ー
セ

送

信

設

備

上
限
（
パ
ー
セ

下
限
（
パ
ー
セ

ン
ト
）

ン
ト
）

ン
ト
）

ン
ト
）

［
一
～
九

略
］

［
一
～
九

同
上
］

十

第
四
十
九
条
の
六
に
定
め

［
略
］

［
略
］

［
略
］

十

［
同
上
］

［
同
上
］

［
同
上
］

［
同
上
］

る
携
帯
無
線
通
信
の
中
継
を

陸
上
移
動
局
又
は
陸
上
移
動
中
継

八
七

七
四

陸
上
移
動
局
又
は
陸
上
移
動
中
継

［
同
上
］

［
同
上
］

行
う
無
線
局
（
基
地
局
と
陸

局
の
送
信
設
備
（
七
一
五
㎒
を
超

局
の
送
信
設
備
（
七
一
八
㎒
を
超

上
移
動
局
と
の
間
の
携
帯
無

え
七
四
八
㎒
以
下
の
周
波
数
の
電

え
七
四
八
㎒
以
下
の
周
波
数
の
電

線
通
信
が
不
可
能
な
場
合
、

波
を
送
信
す
る
場
合
を
除
く
。
）

波
を
送
信
す
る
場
合
を
除
く
。
）

そ
の
中
継
を
行
う
陸
上
移
動

で
あ
つ
て
、
基
地
局
と
通
信
を
行

で
あ
つ
て
、
基
地
局
と
通
信
を
行

局
又
は
陸
上
移
動
中
継
局
を

う
も
の

う
も
の

い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
送

陸
上
移
動
局
又
は
陸
上
移
動
中
継

八
七

六
二

陸
上
移
動
局
又
は
陸
上
移
動
中
継

［
同
上
］

［
同
上
］

信
設
備

局
の
送
信
設
備
（
七
一
五
㎒
を
超

局
の
送
信
設
備
（
七
一
八
㎒
を
超

え
七
四
八
㎒
以
下
の
周
波
数
の
電

え
七
四
八
㎒
以
下
の
周
波
数
の
電

波
を
送
信
す
る
場
合
に
限
る
。
）

波
を
送
信
す
る
場
合
に
限
る
。
）

で
あ
つ
て
、
基
地
局
と
通
信
を
行

で
あ
つ
て
、
基
地
局
と
通
信
を
行

う
も
の

う
も
の

［
十
一
～
二
十

略
］

［
十
一
～
二
十

同
上
］

［
２
～
５

略
］

［
２
～
５

同
上
］

（
副
次
的
に
発
す
る
電
波
等
の
限
度
）

（
副
次
的
に
発
す
る
電
波
等
の
限
度
）

第
二
十
四
条

法
第
二
十
九
条
に
規
定
す
る
副
次
的
に
発
す
る
電
波
が
他
の
無
線
設
備
の
機
能
に
支
障
を
与
え
な

第
二
十
四
条

［
同
上
］

い
限
度
は
、
受
信
空
中
線
と
電
気
的
常
数
の
等
し
い
疑
似
空
中
線
回
路
を
使
用
し
て
測
定
し
た
場
合
に
、
そ
の

回
路
の
電
力
が
四
ナ
ノ
ワ
ッ
ト
以
下
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

［
２

略
］

［
２

同
上
］

３

第
四
十
九
条
の
六
に
定
め
る
携
帯
無
線
通
信
の
中
継
を
行
う
無
線
局
の
受
信
装
置
に
つ
い
て
は
、
第
一
項
の

３

［
同
上
］

規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

無
線
局
の
種
別

受
信
装
置
の
区
別

周
波
数
帯

副
次
的
に
発
す
る
電
波
の
限
度

無
線
局
の
種
別

受
信
装
置
の
区
別

周
波
数
帯

副
次
的
に
発
す
る
電
波
の
限
度

陸
上
移
動
局

七
一
五
㎒
を
超
え
七
四
八

ア

三
〇
㎒
以
上

任
意
の
一
〇
〇
㎑
幅
で
（
－
）
四

陸
上
移
動
局

七
一
八
㎒
を
超
え
七
四
八

ア

［
同
上
］

［
同
上
］

㎒
以
下
、
七
七
〇
㎒
を
超

一
、
〇
〇
〇
㎒

八
・
八
デ
シ
ベ
ル
（
一
ミ
リ
ワ
ッ

㎒
以
下
、
七
七
三
㎒
を
超

え
八
〇
三
㎒
以
下
、
八
一

未
満

ト
を
〇
デ
シ
ベ
ル
と
す
る
。
以
下

え
八
〇
三
㎒
以
下
、
八
一

五
㎒
を
超
え
八
四
五
㎒
以

こ
の
項
か
ら
第
八
項
ま
で
に
お
い

五
㎒
を
超
え
八
四
五
㎒
以



下
、
八
六
〇
㎒
を
超
え
八

て
同
じ
。
）
以
下
の
値

下
、
八
六
〇
㎒
を
超
え
八

九
〇
㎒
以
下
、
九
〇
〇
㎒

イ

一
、
〇
〇
〇

任
意
の
一
㎒
幅
で
（
－
）
三
八
・

九
〇
㎒
以
下
、
九
〇
〇
㎒

イ

［
同
上
］

［
同
上
］

を
超
え
九
一
五
㎒
以
下
又

㎒
以
上
一
二
・

八
デ
シ
ベ
ル
以
下
の
値

を
超
え
九
一
五
㎒
以
下
又

は
九
四
五
㎒
を
超
え
九
六

七
五
㎓
以
下

は
九
四
五
㎒
を
超
え
九
六

〇
㎒
以
下
の
周
波
数
の
電

〇
㎒
以
下
の
周
波
数
の
電

波
を
受
信
す
る
受
信
装
置

波
を
受
信
す
る
受
信
装
置

［
略
］

［
略
］

［
略
］

［
同
上
］

［
同
上
］

［
同
上
］

陸
上
移
動
中
継
局

七
一
五
㎒
を
超
え
七
四
八

ア

三
〇
㎒
以
上

任
意
の
一
〇
〇
㎑
幅
で
（
－
）
四

陸
上
移
動
中
継
局

七
一
八
㎒
を
超
え
七
四
八

ア

［
同
上
］

［
同
上
］

㎒
以
下
、
七
七
〇
㎒
を
超

一
、
〇
〇
〇
㎒

八
・
八
デ
シ
ベ
ル
以
下
の
値

㎒
以
下
、
七
七
三
㎒
を
超

え
八
〇
三
㎒
以
下
、
八
一

未
満

え
八
〇
三
㎒
以
下
、
八
一

五
㎒
を
超
え
八
四
五
㎒
以

イ

一
、
〇
〇
〇

任
意
の
一
㎒
幅
で
（
－
）
三
八
・

五
㎒
を
超
え
八
四
五
㎒
以

イ

［
同
上
］

［
同
上
］

下
、
八
六
〇
㎒
を
超
え
八

㎒
以
上
一
二
・

八
デ
シ
ベ
ル
以
下
の
値

下
、
八
六
〇
㎒
を
超
え
八

九
〇
㎒
以
下
、
九
〇
〇
㎒

七
五
㎓
以
下

九
〇
㎒
以
下
、
九
〇
〇
㎒

を
超
え
九
一
五
㎒
以
下
又

を
超
え
九
一
五
㎒
以
下
又

は
九
四
五
㎒
を
超
え
九
六

は
九
四
五
㎒
を
超
え
九
六

〇
㎒
以
下
の
周
波
数
の
電

〇
㎒
以
下
の
周
波
数
の
電

波
を
受
信
す
る
受
信
装
置

波
を
受
信
す
る
受
信
装
置

［
略
］

［
略
］

［
略
］

［
同
上
］

［
同
上
］

［
同
上
］

４

七
一
五
㎒
を
超
え
七
四
八
㎒
以
下
、
七
七
〇
㎒
を
超
え
八
〇
三
㎒
以
下
、
八
一
五
㎒
を
超
え
八
四
五
㎒
以

４

七
一
八
㎒
を
超
え
七
四
八
㎒
以
下
、
七
七
三
㎒
を
超
え
八
〇
三
㎒
以
下
、
八
一
五
㎒
を
超
え
八
四
五
㎒
以

下
、
八
六
〇
㎒
を
超
え
八
九
〇
㎒
以
下
、
九
〇
〇
㎒
を
超
え
九
一
五
㎒
以
下
又
は
九
四
五
㎒
を
超
え
九
六
〇
㎒

下
、
八
六
〇
㎒
を
超
え
八
九
〇
㎒
以
下
、
九
〇
〇
㎒
を
超
え
九
一
五
㎒
以
下
又
は
九
四
五
㎒
を
超
え
九
六
〇
㎒

以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
符
号
分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯
無
線
通
信
を
行
う
無
線
局
及
び
符
号
分
割

以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
符
号
分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯
無
線
通
信
を
行
う
無
線
局
及
び
符
号
分
割

多
元
接
続
方
式
携
帯
無
線
通
信
設
備
の
試
験
の
た
め
の
通
信
等
を
行
う
無
線
局
、
時
分
割
・
符
号
分
割
多
重
方

多
元
接
続
方
式
携
帯
無
線
通
信
設
備
の
試
験
の
た
め
の
通
信
等
を
行
う
無
線
局
、
時
分
割
・
符
号
分
割
多
重
方

式
携
帯
無
線
通
信
を
行
う
無
線
局
及
び
時
分
割
・
符
号
分
割
多
重
方
式
携
帯
無
線
通
信
設
備
の
試
験
の
た
め
の

式
携
帯
無
線
通
信
を
行
う
無
線
局
及
び
時
分
割
・
符
号
分
割
多
重
方
式
携
帯
無
線
通
信
設
備
の
試
験
の
た
め
の

通
信
等
を
行
う
無
線
局
、
シ
ン
グ
ル
キ
ャ
リ
ア
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯
無
線
通
信
を
行
う
無
線
局
並

通
信
等
を
行
う
無
線
局
、
シ
ン
グ
ル
キ
ャ
リ
ア
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯
無
線
通
信
を
行
う
無
線
局
並

び
に
シ
ン
グ
ル
キ
ャ
リ
ア
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
又
は
直
交
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯
無
線
通
信

び
に
シ
ン
グ
ル
キ
ャ
リ
ア
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
又
は
直
交
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯
無
線
通
信

を
行
う
無
線
局
の
受
信
装
置
に
つ
い
て
は
、
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

を
行
う
無
線
局
の
受
信
装
置
に
つ
い
て
は
、
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

［
一
・
二

略
］

［
一
・
二

同
上
］

三

シ
ン
グ
ル
キ
ャ
リ
ア
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯
無
線
通
信
を
行
う
無
線
局
の
受
信
装
置

三

［
同
上
］

無
線
局
の
種
別

周
波
数
帯

副
次
的
に
発
す
る
電
波
の
限
度

無
線
局
の
種
別

周
波
数
帯

副
次
的
に
発
す
る
電
波
の
限
度

基
地
局

七
一
五
㎒
を
超
え
七
四

ア

三
〇
㎒
以
上
一
、
〇
〇
〇

任
意
の
一
〇
〇
㎑
幅
で
（
－
）

基
地
局

七
一
八
㎒
を
超
え
七
四

ア

三
〇
㎒
以
上
一
、
〇
〇
〇

［
同
上
］

八
㎒
以
下
の
周
波
数
の

㎒
未
満
（
七
六
〇
㎒
以
上
八

五
七
デ
シ
ベ
ル
以
下
の
値

八
㎒
以
下
の
周
波
数
の

㎒
未
満
（
七
六
三
㎒
以
上
八

電
波
を
受
信
す
る
受
信

一
三
㎒
以
下
を
除
く
。
）

電
波
を
受
信
す
る
受
信

一
三
㎒
以
下
を
除
く
。
）

装
置

イ

一
、
〇
〇
〇
㎒
以
上
一

任
意
の
一
㎒
幅
で
（
－
）
四
七

装
置

イ

［
同
上
］

［
同
上
］

二
・
七
五
㎓
以
下
（
二
、
〇

デ
シ
ベ
ル
以
下
の
値

一
〇
㎒
以
上
二
、
〇
二
五
㎒

以
下
を
除
く
。
）

ウ

二
、
〇
一
〇
㎒
以
上
二
、

任
意
の
一
㎒
幅
で
（
－
）
五
二

ウ

［
同
上
］

［
同
上
］

〇
二
五
㎒
以
下

デ
シ
ベ
ル
以
下
の
値



［
略
］

［
略
］

［
略
］

［
同
上
］

［
同
上
］

［
同
上
］

［
略
］

［
略
］

［
略
］

［
同
上
］

［
同
上
］

［
同
上
］

［
略
］

［
略
］

［
略
］

［
同
上
］

［
同
上
］

［
同
上
］

［
四

略
］

［
四

同
上
］

［
５
～

略
］

［
５
～

同
上
］

34

34

（
携
帯
無
線
通
信
の
中
継
を
行
う
無
線
局
の
無
線
設
備
）

（
携
帯
無
線
通
信
の
中
継
を
行
う
無
線
局
の
無
線
設
備
）

第
四
十
九
条
の
六

携
帯
無
線
通
信
の
中
継
を
行
う
無
線
局
の
無
線
設
備
で
あ
つ
て
、
七
一
五
㎒
を
超
え
七
四
八

第
四
十
九
条
の
六

携
帯
無
線
通
信
の
中
継
を
行
う
無
線
局
の
無
線
設
備
で
あ
つ
て
、
七
一
八
㎒
を
超
え
七
四
八

㎒
以
下
、
七
七
〇
㎒
を
超
え
八
〇
三
㎒
以
下
、
八
一
五
㎒
を
超
え
八
四
五
㎒
以
下
、
八
六
〇
㎒
を
超
え
八
九
〇

㎒
以
下
、
七
七
三
㎒
を
超
え
八
〇
三
㎒
以
下
、
八
一
五
㎒
を
超
え
八
四
五
㎒
以
下
、
八
六
〇
㎒
を
超
え
八
九
〇

㎒
以
下
、
九
〇
〇
㎒
を
超
え
九
一
五
㎒
以
下
、
九
四
五
㎒
を
超
え
九
六
〇
㎒
以
下
、
一
、
四
二
七
・
九
㎒
を
超

㎒
以
下
、
九
〇
〇
㎒
を
超
え
九
一
五
㎒
以
下
、
九
四
五
㎒
を
超
え
九
六
〇
㎒
以
下
、
一
、
四
二
七
・
九
㎒
を
超

え
一
、
四
六
二
・
九
㎒
以
下
、
一
、
四
七
五
・
九
㎒
を
超
え
一
、
五
一
〇
・
九
㎒
以
下
、
一
、
七
一
〇
㎒
を
超

え
一
、
四
六
二
・
九
㎒
以
下
、
一
、
四
七
五
・
九
㎒
を
超
え
一
、
五
一
〇
・
九
㎒
以
下
、
一
、
七
一
〇
㎒
を
超

え
一
、
七
八
五
㎒
以
下
、
一
、
八
〇
五
㎒
を
超
え
一
、
八
八
〇
㎒
以
下
、
一
、
九
二
〇
㎒
を
超
え
一
、
九
八
〇

え
一
、
七
八
五
㎒
以
下
、
一
、
八
〇
五
㎒
を
超
え
一
、
八
八
〇
㎒
以
下
、
一
、
九
二
〇
㎒
を
超
え
一
、
九
八
〇

㎒
以
下
又
は
二
、
一
一
〇
㎒
を
超
え
二
、
一
七
〇
㎒
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
送
信
す
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ

㎒
以
下
又
は
二
、
一
一
〇
㎒
を
超
え
二
、
一
七
〇
㎒
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
送
信
す
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ

る
条
件
（
陸
上
移
動
中
継
局
の
無
線
設
備
に
あ
つ
て
は
、
第
二
号
に
限
る
。
）
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば

る
条
件
（
陸
上
移
動
中
継
局
の
無
線
設
備
に
あ
つ
て
は
、
第
二
号
に
限
る
。
）
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

な
ら
な
い
。

［
一
・
二

略
］

［
一
・
二

同
上
］

［
２

略
］

［
２

同
上
］

（
シ
ン
グ
ル
キ
ャ
リ
ア
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯
無
線
通
信
を
行
う
無
線
局
等
の
無
線
設
備
）

（
シ
ン
グ
ル
キ
ャ
リ
ア
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯
無
線
通
信
を
行
う
無
線
局
等
の
無
線
設
備
）

第
四
十
九
条
の
六
の
九

シ
ン
グ
ル
キ
ャ
リ
ア
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯
無
線
通
信
を
行
う
基
地
局
又
は

第
四
十
九
条
の
六
の
九

［
同
上
］

陸
上
移
動
局
の
無
線
設
備
の
う
ち
、
周
波
数
分
割
複
信
方
式
（
半
複
信
方
式
の
も
の
を
含
む
。
）
を
用
い
る
も

の
で
あ
つ
て
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
区
分
に
従
い
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
周
波
数
の
電
波
を

送
信
す
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
条
件
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

無
線
設
備
の
区
分

周
波
数

無
線
設
備
の
区
分

周
波
数

基
地
局
の
無
線
設
備

七
七
〇
㎒
を
超
え
八
〇
三
㎒
以
下
、
八
六
〇
㎒
を
超
え
八
九
〇
㎒
以
下
、

基
地
局
の
無
線
設
備

七
七
三
㎒
を
超
え
八
〇
三
㎒
以
下
、
八
六
〇
㎒
を
超
え
八
九
〇
㎒
以
下
、

九
四
五
㎒
を
超
え
九
六
〇
㎒
以
下
、
一
、
四
七
五
・
九
㎒
を
超
え
一
、
五

九
四
五
㎒
を
超
え
九
六
〇
㎒
以
下
、
一
、
四
七
五
・
九
㎒
を
超
え
一
、
五

一
〇
・
九
㎒
以
下
、
一
、
八
〇
五
㎒
を
超
え
一
、
八
八
〇
㎒
以
下
又
は

一
〇
・
九
㎒
以
下
、
一
、
八
〇
五
㎒
を
超
え
一
、
八
八
〇
㎒
以
下
又
は

二
、
一
一
〇
㎒
を
超
え
二
、
一
七
〇
㎒
以
下

二
、
一
一
〇
㎒
を
超
え
二
、
一
七
〇
㎒
以
下

陸
上
移
動
局
の
無
線
設
備

七
一
五
㎒
を
超
え
七
四
八
㎒
以
下
、
八
一
五
㎒
を
超
え
八
四
五
㎒
以
下
、

陸
上
移
動
局
の
無
線
設
備

七
一
八
㎒
を
超
え
七
四
八
㎒
以
下
、
八
一
五
㎒
を
超
え
八
四
五
㎒
以
下
、

九
〇
〇
㎒
を
超
え
九
一
五
㎒
以
下
、
一
、
四
二
七
・
九
㎒
を
超
え
一
、
四

九
〇
〇
㎒
を
超
え
九
一
五
㎒
以
下
、
一
、
四
二
七
・
九
㎒
を
超
え
一
、
四

六
二
・
九
㎒
以
下
、
一
、
七
一
〇
㎒
を
超
え
一
、
七
八
五
㎒
以
下
又
は

六
二
・
九
㎒
以
下
、
一
、
七
一
〇
㎒
を
超
え
一
、
七
八
五
㎒
以
下
又
は

一
、
九
二
〇
㎒
を
超
え
一
、
九
八
〇
㎒
以
下

一
、
九
二
〇
㎒
を
超
え
一
、
九
八
〇
㎒
以
下

一

一
般
的
条
件

一

一
般
的
条
件

［
イ
～
ト

略
］

［
イ
～
ト

同
上
］

チ

［
略
］

チ

［
同
上
］

［
略
］

［
同
上
］

(1)

(1)

自
動
出
力
補
正
機
能
が
保
証
す
る
空
中
線
電
力
の
偏
差
が
、
第
十
四
条
に
規
定
す
る
空
中
線
電
力
の

自
動
出
力
補
正
機
能
が
保
証
す
る
空
中
線
電
力
の
偏
差
が
、
第
十
四
条
に
規
定
す
る
空
中
線
電
力
の

(2)

(2)

許
容
偏
差
内
で
あ
る
こ
と
。

許
容
偏
差
内
で
あ
る
こ
と
。

リ

チ
ャ
ネ
ル
間
隔
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
区
分
に
従
い
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
周
波

［
新
設
］

数
に
応
じ
同
表
下
欄
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。



無
線
設
備
の
区
分

周
波
数

チ
ャ
ネ
ル
間
隔

基
地
局
の
無
線
設
備

七
七
〇
㎒
を
超
え
七
七
三
㎒
以
下

三
㎒

七
七
三
㎒
を
超
え
八
〇
三
㎒
以
下

三
㎒
、
五
㎒
、
一
〇
㎒
、
一
五
㎒
又

又
は
一
、
八
〇
五
㎒
を
超
え
一
、

は
二
〇
㎒

八
八
〇
㎒
以
下

八
六
〇
㎒
を
超
え
八
九
〇
㎒
以
下

三
㎒
、
五
㎒
、
一
〇
㎒
又
は
一
五
㎒

又
は
九
四
五
㎒
を
超
え
九
六
〇
㎒

以
下

一
、
四
七
五
・
九
㎒
を
超
え
一
、

五
㎒
、
一
〇
㎒
、
一
五
㎒
又
は
二
〇

五
一
〇
・
九
㎒
以
下
又
は
二
、
一

㎒

一
〇
㎒
を
超
え
二
、
一
七
〇
㎒
以

下

陸
上
移
動
局
の
無
線
設
備

七
一
五
㎒
を
超
え
七
一
八
㎒
以
下

一
八
〇
㎑
、
一
・
〇
八
㎒
又
は
三
㎒

七
一
八
㎒
を
超
え
七
四
八
㎒
以
下

一
八
〇
㎑
、
一
・
〇
八
㎒
、
三
㎒
、

又
は
一
、
七
一
〇
㎒
を
超
え
一
、

五
㎒
、
一
〇
㎒
、
一
五
㎒
又
は
二
〇

七
八
五
㎒
以
下

㎒

八
一
五
㎒
を
超
え
八
四
五
㎒
以
下

一
八
〇
㎑
、
一
・
〇
八
㎒
、
三
㎒
、

又
は
九
〇
〇
㎒
を
超
え
九
一
五
㎒

五
㎒
、
一
〇
㎒
又
は
一
五
㎒

以
下

一
、
四
二
七
・
九
㎒
を
超
え
一
、

一
八
〇
㎑
、
一
・
〇
八
㎒
、
五
㎒
、

四
六
二
・
九
㎒
以
下
又
は
一
、
九

一
〇
㎒
、
一
五
㎒
又
は
二
〇
㎒

二
〇
㎒
を
超
え
一
、
九
八
〇
㎒
以

下

［
二

略
］

［
二

同
上
］

２

前
項
の
陸
上
移
動
局
の
無
線
設
備
（
第
一
項
及
び
第
五
項
並
び
に
第
一
項
及
び
第
六
項
に
規
定
す
る
陸
上
移

２

［
同
上
］

動
局
の
無
線
設
備
を
除
く
。
）
は
、
前
項
に
規
定
す
る
条
件
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
条
件
に
適
合
す
る
も
の
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

［
一
～
三

略
］

［
一
～
三

同
上
］

四

搬
送
波
を
送
信
し
て
い
な
い
と
き
の
漏
え
い
電
力
は
、
送
信
帯
域
の
周
波
数
帯
で
、
空
中
線
端
子
に
お
い

四

［
同
上
］

て
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
こ
と
。

イ

チ
ャ
ネ
ル
間
隔
が
三
㎒
の
も
の
に
あ
つ
て
は
、
任
意
の
二
・
七
㎒
幅
で
（
－
）
四
八
・
五
デ
シ
ベ
ル
（

［
新
設
］

一
ミ
リ
ワ
ッ
ト
を
〇
デ
シ
ベ
ル
と
す
る
。
）
以
下
で
あ
る
こ
と
。

ロ
～
ホ

［
略
］

イ
～
ニ

［
同
上
］

［
五
・
六

略
］

［
五
・
六

同
上
］

［
３
～
５

略
］

［
３
～
５

同
上
］

６

第
一
項
の
陸
上
移
動
局
の
無
線
設
備
で
あ
つ
て
、
占
有
周
波
数
帯
幅
の
許
容
値
が
一
・
四
㎒
の
も
の
は
、
同

６

［
同
上
］

項
（
第
一
号
ヘ
を
除
く
。
）
に
規
定
す
る
条
件
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
条
件
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。



［
一
・
二

略
］

［
一
・
二

同
上
］

三

搬
送
波
を
送
信
し
て
い
な
い
と
き
の
漏
え
い
電
力
は
、
通
信
の
相
手
方
と
な
る
基
地
局
の
チ
ャ
ネ
ル
間
隔

三

［
同
上
］

と
同
じ
チ
ャ
ネ
ル
間
隔
の
送
信
帯
域
の
周
波
数
帯
（
当
該
周
波
数
帯
に
第
一
項
及
び
本
項
に
規
定
す
る
無
線

設
備
の
占
有
周
波
数
帯
幅
の
許
容
値
の
周
波
数
の
範
囲
が
含
ま
れ
る
こ
と
。
）
で
、
空
中
線
端
子
に
お
い

て
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
こ
と
。

イ

通
信
の
相
手
方
と
な
る
基
地
局
の
チ
ャ
ネ
ル
間
隔
が
三
㎒
の
も
の
に
あ
つ
て
は
、
任
意
の
二
・
七
㎒
幅

［
新
設
］

で
（
－
）
四
八
・
五
デ
シ
ベ
ル
（
一
ミ
リ
ワ
ッ
ト
を
〇
デ
シ
ベ
ル
と
す
る
。
）
以
下
で
あ
る
こ
と
。

ロ
～
ホ

［
略
］

イ
～
ニ

［
同
上
］

［
四
・
五

略
］

［
四
・
五

同
上
］

別
表
第
二
号

（第
６
条
関
係

）

別
表
第
二
号

（第
６
条
関
係

）

［第
１
第
11
略

］

［第
１

11
同
左

］

～
～

第
1
2
携
帯
無
線
通
信
の
中
継
を
行
う
無
線
局

符
号
分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯
無
線
通
信
を
行
う
無
線
局
及

第
12

［同
左

］

、

び
符
号
分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯
無
線
通
信
設
備
の
試
験
の
た
め
の
通
信
等
を
行
う
無
線
局
時
分
割
・
符

、

号
分
割
多
重
方
式
携
帯
無
線
通
信
を
行
う
無
線
局
及
び
時
分
割
・
符
号
分
割
多
重
方
式
携
帯
無
線
通
信
設
備

の
試
験
の
た
め
の
通
信
等
を
行
う
無
線
局

時
分
割
・
符
号
分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯
無
線
通
信
を
行
う
無

、

線
局
及
び
時
分
割
・
符
号
分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯
無
線
通
信
設
備
の
試
験
の
た
め
の
通
信
等
を
行
う
無
線

局
時
分
割
・
直
交
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯
無
線
通
信
を
行
う
無
線
局
及
び
時
分
割
・
直
交
周
波

、

数
分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯
無
線
通
信
設
備
の
試
験
の
た
め
の
通
信
等
を
行
う
無
線
局

時
分
割
・
周
波
数

、

分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯
無
線
通
信
を
行
う
無
線
局
及
び
時
分
割
・
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯
無
線

通
信
設
備
の
試
験
の
た
め
の
通
信
等
を
行
う
無
線
局

シ
ン
グ
ル
キ
ャ
リ
ア
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
携

、

帯
無
線
通
信
を
行
う
無
線
局

直
交
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯
無
線
通
信
を
行
う
無
線
局
及
び
直
交

、

周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯
無
線
通
信
設
備
の
試
験
の
た
め
の
通
信
等
を
行
う
無
線
局
並
び
に
シ
ン
グ

ル
キ
ャ
リ
ア
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
又
は
直
交
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯
無
線
通
信
を
行
う
無

線
局
及
び
ロ

ー

カ
ル
５
Ｇ
の
無
線
局
の
無
線
設
備
の
占
有
周
波
数
帯
幅
の
許
容
値
は

第
１
か
ら
第
４
ま
で

、

の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず

次
の
と
お
り
と
す
る

こ
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
周
波
数
を
指
定
す
る
場
合
に

、
。

は
占
有
周
波
数
帯
幅
の
許
容
値
を
電
波
の
型
式
に
冠
し
て
表
示
す
る

、
。

１
第
49
条
の
６
に
定
め
る
携
帯
無
線
通
信
の
中
継
を
行
う
無
線
局

１

［同
左

］

［⑴
略

］

［⑴
同
左

］

⑵
シ
ン
グ
ル
キ
ャ
リ
ア
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯
無
線
通
信
若
し
く
は
シ
ン
グ
ル
キ
ャ
リ
ア
周

⑵

［同
左

］

波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
又
は
直
交
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯
無
線
通
信
を
中
継
す
る
も
の

ア
チ
ャ
ネ
ル
間
隔
が
３
M
Hzの
も
の

３
M
Hz

［新
設

］

イ
オ

［略

］

ア
エ

［同
左

］

～
～

［２
４
略

］

［２
４
同
左

］

～
～

５
シ
ン
グ
ル
キ
ャ
リ
ア
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯
無
線
通
信
を
行
う
無
線
局
の
無
線
設
備
の
う
ち

５

［同
左

］

周
波
数
分
割
複
信
方
式

（半
複
信
方
式
の
も
の
を
含
む

）を
用
い
る
も
の

、
。

⑴
チ
ャ
ネ
ル
間
隔
が
３
M
Hzの
も
の
３
M
Hz

［新
設

］

⑵
⑹

［略

］

⑴
⑸

［同
左

］

～
～



⑺
陸
上
移
動
局

（携
帯
無
線
通
信
の
中
継
を
行
う
も
の
を
除
く

）の
無
線
設
備
で
あ
つ
て

キ
ャ
リ

⑹
陸
上
移
動
局

（携
帯
無
線
通
信
の
中
継
を
行
う
も
の
を
除
く

）の
無
線
設
備
で
あ
つ
て
キ
ャ
リ

。
、

。
、

ア
ア
グ
リ
ゲ

ーシ
ョ
ン
技
術
を
用
い
て
連
続
し
な
い
複
数
の
搬
送
波
を
送
信
す
る
も
の

各
搬
送
波
の

ア
ア
グ
リ
ゲ

ーシ
ョ
ン
技
術
を
用
い
て
連
続
し
な
い
複
数
の
搬
送
波
を
送
信
す
る
も
の

各
搬
送
波
の

チ
ャ
ネ
ル
間
隔
に
応
じ
て
⑵
か
ら
⑸
ま
で
に
定
め
る
値

チ
ャ
ネ
ル
間
隔
に
応
じ
て
⑴
か
ら
⑷
ま
で
に
定
め
る
値

⑻

［略

］

⑺

［同
左

］

⑼

［略

］

⑻

［同
左

］

［６
略

］

［６
同
左

］

［第
13
第
79
略

］

［第
13
第
79
同
左

］

～
～

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
及
び
対
象
規
定
の
二
重
傍
線
を
付
し
た
標
記
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
傍
線
は
注
記
で
あ
る
。



（
特
定
無
線
設
備
の
技
術
基
準
適
合
証
明
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
三
条

特
定
無
線
設
備
の
技
術
基
準
適
合
証
明
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
五
十
六
年
郵
政
省
令
第
三
十
七
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
下
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規

定
の
下
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。



改

正

後

改

正

前

別
表
第
二
号
工
事
設
計
の
様
式

（別
表
第
一
号
一
⑴
関
係

）

別
表
第
二
号
工
事
設
計
の
様
式

（別
表
第
一
号
一
⑴
関
係

）

第
一

第
二
か
ら
第
六
ま
で
の
工
事
設
計
書
に
係
る
無
線
局
以
外
の
無
線
局
に
使
用
す
る
た
め
の
無
線
設
備
の

第
一

［同
左

］

工
事
設
計
書

［様
式
略

］

［様
式
同
左

］

［注
１
・
２

略
］

［注
１
・
２
同
左

］

３
２
の
⑵
の
欄
は

「Ｆ
３
Ｅ

1
42M

Hzか
ら
1
62M

Hzま
で

」又
は

「Ｆ
３
Ｅ

1
43.

54,
14
9.0

1,1
３

［同
左

］

、

4
9.03

,
153

.33,
1
65.

97M
Hz

」の
よ
う
に
記
載
す
る
ほ
か
次
に
よ
る
こ
と

、
。

［⑴
⑶
略

］

［⑴
⑶
同
左

］

～
～

⑷
第
２
条
第
１
項
第
11
号
の
19
第
11
号
の
21
第
11号
の
30
第
11
号
の
32
第
11
号
の
34
第
2

⑷

［同
左

］

、
、

、
、

、

1
号
の
３
第
54号
若
し
く
は
第
54
号
の
６
に
掲
げ
る
無
線
設
備
で
あ
つ
て
設
備
規
則
第
49
条
の
６
の

、

９
第
１
項
第
１
号
ヘ
に
規
定
す
る
キ
ャ
リ
ア
ア
グ
リ
ゲ

ーシ
ョ
ン
技
術
を
用
い
た
送
信
を
行
う
こ
と

が
で
き
る
も
の
又
は
第
２
条
第
１
項
第
1
1
号
の
2
0
か
ら
第
1
1
号
の
2
0
の
３
ま
で

第
1
1
号
の
2
2
か
ら

、

第
1
1
号
の
2
4
ま
で

第
1
1
号
の
2
9
第
1
1
号
の
3
1
第
1
1
号
の
3
3
第
2
1
号
の
３
若
し
く
は
第
5
4
号

、
、

、
、

の
５
に
掲
げ
る
無
線
設
備
で
あ
つ
て
一
の
送
信
装
置
か
ら
複
数
の
搬
送
波
を
同
時
に
送
信
す
る
も
の

に
あ
つ
て
は

同
時
に
送
信
さ
れ
る
複
数
の
搬
送
波
の
周
波
数
帯

（次
の
ア
か
ら
ス
ま
で
に
掲
げ
る

、

周
波
数
帯
を
い
う

）及
び
当
該
搬
送
波
の
数
を
記
載
す
る
こ
と

。
。

ア
7
15M

Hzを
超
え
7
48M

Hz以
下
及
び
7
70M

Hzを
超
え
8
03M

Hz以
下
の
周
波
数
帯

ア
7
18M

Hzを
超
え
7
48M

Hz以
下
及
び
7
73M

Hzを
超
え
8
03M

Hz以
下
の
周
波
数
帯

［イ
ス
略

］

［イ
ス

同
左

］

～
～

［⑸
・
⑹
略

］

［⑸
・
⑹
同
左

］

［４
12
略

］

［４
12
同
左

］

～
～

［第
二
第
六
略

］

［第
二
第
六
同
左

］

～
～

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。



附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
免
許
若
し
く
は
予
備
免
許
を
受
け
、
又
は
免
許
を
申
請
し
て
い
る
こ
の
省
令
に
よ
る

改
正
前
の
無
線
設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
六
又
は
第
四
十
九
条
の
六
の
九
に
規
定
す
る
無
線
局
の
無
線
設
備
の
条
件

に
つ
い
て
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
無
線
設
備
規
則
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と

が
で
き
る
。

３

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
受
け
て
い
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
無
線
設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
六
又
は
第

四
十
九
条
の
六
の
九
に
規
定
す
る
無
線
局
の
無
線
設
備
に
係
る
電
波
法
第
三
十
八
条
の
二
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る

技
術
基
準
適
合
証
明
又
は
同
法
第
三
十
八
条
の
二
十
四
第
一
項
に
規
定
す
る
工
事
設
計
認
証
（
次
項
及
び
附
則
第
五

項
に
お
い
て
「
技
術
基
準
適
合
証
明
等
」
と
い
う
。
）
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
後
に
お
い
て
も
、
な
お
そ
の
効
力
を

有
す
る
。

４

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
さ
れ
て
い
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
無
線
設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
六
、
第
四

十
九
条
の
六
の
九
に
規
定
す
る
無
線
局
の
無
線
設
備
に
係
る
技
術
基
準
適
合
証
明
等
の
求
め
の
審
査
は
、
な
お
従
前

の
例
に
よ
る
。



５

前
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
審
査
に
よ
り
無
線
局
の
無
線
設
備
が
受
け
た
技
術
基

準
適
合
証
明
等
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
後
に
お
い
て
も
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。

６

陸
上
移
動
局
に
使
用
す
る
た
め
の
無
線
設
備
で
あ
っ
て
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
無
線
設
備
規
則
第
四
十
九

条
の
六
の
九
第
一
項
及
び
第
二
項
に
規
定
す
る
七
一
八
㎒
を
超
え
七
四
八
㎒
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
送
信
す
る
陸

上
移
動
局
に
使
用
す
る
た
め
の
無
線
設
備
の
条
件
に
適
合
す
る
も
の
と
し
て
電
波
法
第
三
十
八
条
の
二
十
四
第
一
項

に
規
定
す
る
工
事
設
計
認
証
に
よ
り
表
示
が
付
さ
れ
て
い
る
も
の
の
う
ち
、
変
更
の
工
事
を
伴
わ
ず
に
七
一
五
㎒
を

超
え
七
一
八
㎒
以
下
の
周
波
数
に
お
い
て
、
シ
ン
グ
ル
キ
ャ
リ
ア
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
を
使
用
す
る
周
波
数

分
割
複
信
方
式
の
携
帯
無
線
通
信
を
行
う
機
能
を
有
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
無
線
設

備
規
則
第
四
十
九
条
の
六
の
九
第
一
項
及
び
第
二
項
に
規
定
す
る
七
一
五
㎒
を
超
え
七
一
八
㎒
以
下
の
周
波
数
の
電

波
を
送
信
す
る
陸
上
移
動
局
に
使
用
す
る
た
め
の
無
線
設
備
の
条
件
に
適
合
す
る
も
の
と
し
て
当
該
表
示
が
付
さ
れ

て
い
る
も
の
と
み
な
す
。


